
　
８
月
21
日
か
ら
11
月
28
日
（
小
木
直
江
津

航
路
は
11
月
23
日
）
ま
で
の
土
・
日
・
祝
日

に
出
発
す
る
乗
用
車
往
復
航
送
運
賃
と
ジ
ェ

ッ
ト
フ
ォ
イ
ル
運
賃
の
特
別
割
引
を
実
施
し

ま
す
。「
島
発
」
「
本
土
発
」
の
ど
ち
ら
で
も

ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。
な
お
、
小
木
直
江

津
航
路
の
割
引
に
つ
い
て
は
、
新
潟
県
・
上

越
市
・
佐
渡
市
が
運
賃
の
一
部
を
支
援
し
て

い
ま
す
。
い
ず
れ
の
割
引
も
事
前
の
予
約
が

必
要
で
す
。
（
空
き
が
あ
れ
ば
当
日
で
も
割

引
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
）

乗
用
車
往
復
運
賃
特
別
割
引

期
間
　
《
土
・
日
・
祝
日
出
発
限
定
》

・
両
津
〜
新
潟
航
路
　
　

　
８
月
21
日（
土
）〜
11
月
28
日（
日
）

・
小
木
〜
直
江
津
航
路
　

　
８
月
21
日（
土
）〜
11
月
23
日（
火
・
祝
）

運
賃
　
乗
用
車
１
台
往
復
（
燃
料
油
価
格
変

動
調
整
金
を
含
む
。
）

・
両
津
〜
新
潟
航
路
　
　
１
万
６
８
０
０
円

・
小
木
〜
直
江
津
航
路
　
１
万
３
８
０
０
円

※
運
転
者
、同
乗
者
の
旅
客
運
賃
が
別
途
必
要

ジ
ェ
ッ
ト
フ
ォ
イ
ル
運
賃
特
別
割
引

期
間
　
《
土
・
日
・
祝
日
出
発
限
定
》

　
８
月
21
日（
土
）〜
11
月
28
日（
日
）

運
賃
（
燃
料
油
価
格
変
動
調
整
金
を
含
む
）

　
大
人 

片
道
３
９
８
０
円 

往
復
７
９
６
０
円

　
小
児 

片
道
１
９
９
０
円 

往
復
３
９
８
０
円

お
問
い
合
わ
せ
・
ご
予
約

　
佐
渡
汽
船
㈱
両
津
総
合
案
内
所
　

　
☎
27
―
５
６
１
４

　
（
午
前
８
時
〜
午
後
６
時
）

「
島
発
」「
本
土
発
」ど
ち
ら
で
も

乗
用
車
往
復
運
賃
・
ジ
ェ
ッ
ト
フ
ォ
イ
ル
運
賃

秋
の
特
別
割
引

市
役
所
交
通
政
策
課
　
☎
63―

３
１
８
４

市役所交通政策課　☎63-3184

　佐渡航路における島民利用者の負担軽減を図る

ため、平成 22年 9月 1日から 12月 31日までの

間、航路運賃に含まれる燃料油価格変動調整金の

一部を、佐渡市が助成します。

　燃料油の高騰に伴い、航路事業者の運航コスト

が上昇して航路の維持に支障が生じる恐れがある

ため、航路利用者に応分の負担をいただいている

「燃料油価格変動調整金」制度。

　調整金価格は３か月ごとに見直しされており、

9月末までは往復で大人 520 円、小人 260 円が航

路運賃にすでに含まれています。

●助成対象者
　佐渡航路利用者のうち、カーフェリー 2等・高速船の
「島発往復切符」を購入する方。（ジェットフォイル、車
両航送を除く。）
●助成金額　
　往復で大人520円以内、小人260円以内。
※10～ 12月の調整金価格は未定のため、9月末まで
の価格を上回った場合は、往復で大人 520 円、小人
260円をそれぞれ上限額とします。また、下回った場
合は、当該調整金価格の全額を助成します。

●助成対象期間　
　平成 22年 9月 1日から 12月 31日まで
　（同期間に発券された切符が対象）
※皆さまが購入する「島発往復切符」の金額は、すで
に助成分が控除された金額となります。

航路運賃に含まれる燃料油価格変動
調整金の一部を佐渡市が助成します

～航路運賃・燃料油価格変動調整金助成事業～
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